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ＨＹ９０４ 

第一級アマチュア無線技士「法規」試験問題 

３０問  ２時間３０分 

    

    

Ａ－１ 次の記述は、電波法及び電波法に基づく命令において使用する用語の定義である。電波法（第２条）の規定に照らし、    内に

入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るもの

とする。 

    

   ① 「無線電信」とは、電波を利用して、 Ａ  を送り、又は  Ｂ  をいう。 

   ② 「無線電話」とは、電波を利用して、 Ｃ  を送り、又は  Ｂ  をいう。 

    

     Ａ        Ｂ            Ｃ 

   １ モールス符号   受けるための通信設備   音声 

   ２ モールス符号   受ける無線通信      音声その他の音響 

   ３ 符号       受けるための通信設備   音声その他の音響 

   ４ 符号       受ける無線通信      音声 

    

    

Ａ－２ 総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者として、電波法（第５条）に規定されているものはどれか。下の１から４までの

うちから一つ選べ。 

    

   １ 刑法に規定する罪を犯し懲役に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

   ２ 無線局の運用の停止の命令を受け、その停止の期間の終了の日から２年を経過しない者 

   ３ 電波の発射の停止の命令を受け、その停止の命令の解除の日から２年を経過しない者 

   ４ 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過しない者 

    

    

Ａ－３ アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更及び無線設備の設置場所の変更等に関する記述として、電波法（第８

条及び第９条）の規定に適合しないものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務

省令で定める軽微な事項については、この限りでない。また、この工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を

来すものであってはならず、かつ、電波法第３章（無線設備）の技術基準に合致するものでなければならない。 

   ２ 予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な変更に該当する無線設備の設置場所の変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務

大臣に届け出なければならない。 

   ３ 予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出な

ければならない。 

   ４ 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、工事落成の期限を延長することができる。 

    

    

Ａ－４ 電波法第１７条（変更等の許可）第１項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人がとるべき措置等に関する記述と

して、電波法（第１８条第１項）の規定に適合するものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、電波法第２４条の２（検査等事業者の登録）第１項の登録を受けた者の検査を受

け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 

   ２ 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事の結果が許可の内容に適合していることを証する書面を総務大臣に提出

した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

   ３ 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められ

た後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

   ４ 無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、その工事を完了したときは、試験電波を発射し、他の無線局の運用を阻害するよ

うな混信その他の妨害を与えないことを確認した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 

    

 

 

 

 

 

 



                                                  （ＨＹ９０４－２） 

Ａ－５ 周波数測定装置の備付けに関する記述として、電波法（第３１条及び第３７条）及び電波法施行規則（第１１条の３）の規定に適合

しないものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の２分の１以下である周波数測定装置を備え付けなければなら

ない。 

   ２ 電波法第３１条（周波数測定装置の備付け）の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、総務大臣の行う特定無線

設備の技術基準適合証明を受けたものでなければ、施設してはならない。 

   ３ ２６.１７５ＭＨｚを超える周波数の電波を利用する送信設備以外のものには、電波法第３１条（周波数測定装置の備付け）に規

定する周波数測定装置を備え付けなければならない。 

   ４ 空中線電力１０ワット以下の送信設備以外のものには、電波法第３１条（周波数測定装置の備付け）に規定する周波数測定装置を

備え付けなければならない。 

    

    

Ａ－６ 次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型

式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則（第４条の２）の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型

式の内容が適合するものはどれか。下の表の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

  区分 

 

番号 

電 波 の

型 式 の

記号 

電   波   の   型   式 

主搬送波の変調の型式 主搬送波を変調する信号の性質 伝送情報の型式 

１ Ａ２Ｂ 振幅変調であって両側波帯 デジタル信号である２以上のチャネルのもの 
電信であって自動受信

を目的とするもの 

２ Ｄ３Ｃ 
振幅変調であって低減搬送波

による単側波帯 
アナログ信号である単一チャネルのもの ファクシミリ 

３ Ｆ８Ｗ 角度変調であって周波数変調 アナログ信号である２以上のチャネルのもの 
テレビジョン（映像に限

る。） 

４ Ｇ１Ｄ 角度変調であって位相変調 
デジタル信号である単一チャネルのものであっ

て変調のための副搬送波を使用しないもの 

データ伝送、遠隔測定又

は遠隔指令 

    

    

Ａ－７ 次の記述は、送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則（第１５条）の規定に照らし、    内

に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   ① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り  Ａ  によって発振周波数に影響を与えないものでなければ

ならない。 

   ② 移動局（移動するアマチュア局を含む。）の送信装置は、実際上起こり得る  Ｂ  によっても周波数をその許容偏差内に維持す

るものでなければならない。 

    

     Ａ              Ｂ 

   １ 電源電圧又は負荷の変化    振動又は衝撃 

   ２ 電源電圧又は負荷の変化    気圧の変化 

   ３ 外囲の温度又は湿度の変化   振動又は衝撃 

   ４ 外囲の温度又は湿度の変化   気圧の変化 

    

    

Ａ－８ 高圧電気（注）に対する安全施設に関する記述として、電波法施行規則（第２３条）の規定に適合するものはどれか。下の１から４

までのうちから一つ選べ。 

       注 高周波若しくは交流の電圧３００ボルト又は直流の電圧７５０ボルトを超える電気をいう。 

    

   １ 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、丈夫な絶縁体の内に収容しなければならない。ただ

し、無線従事者以外の者が出入しない場所に装置する場合は、この限りでない。 

   ２ 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならな

い。ただし、無線従事者以外の者が出入しない場所に装置する場合は、この限りでない。 

   ３ 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝又は金属遮蔽体の内に収容しなければならない。

ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。 

   ４ 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属遮蔽

体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。 

    

    



                                                  （ＨＹ９０４－３） 

Ａ－９ 次の記述は、無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法（第５２条から第５５条まで及び第１１０条）の規定

に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   ① 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる

通信については、この限りでない。 

    (1) 遭難通信  (2) 緊急通信  (3) 安全通信  (4) 非常通信  (5) 放送の受信  (6) その他総務省令で定める通信 

   ② 無線局を運用する場合においては、 Ａ  、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければ

ならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 

   ③ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信について

は、この限りでない。 

    (1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。 

    (2) 通信を行うため  Ｂ  であること。 

④ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行

う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。 

   ⑤ ①、②、③の(1)又は④の規定に違反して無線局を運用した者は、１年以下の懲役又は  Ｃ  に処する。 

    

     Ａ                Ｂ         Ｃ 

   １ 識別信号             必要最小のもの   ５０万円以下の罰金 

   ２ 識別信号             十分なもの     １００万円以下の罰金 

   ３ 無線設備の設置場所、識別信号   必要最小のもの   １００万円以下の罰金 

   ４ 無線設備の設置場所、識別信号   十分なもの     ５０万円以下の罰金 

    

    

Ａ－10 無線局が相手局を呼び出そうとする場合（注）の措置に関する記述として、無線局運用規則（第１９条の２第２項）の規定に適合する

ものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

       注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第７４条（非常の場合の無線通信）第１項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を 

        与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。 

    

   １ 無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与える虞
おそれ

があるときは、その通信が終了した後でなければ

呼出しをしてはならない。 

   ２ 無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与える虞
おそれ

があるときは、少なくとも３分経過した後でなけ

れば呼出しをしてはならない。 

   ３ 無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与える虞
おそれ

があるときは、試験電波の発射を行い、他の無線

局から発射の停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。 

   ４ 無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与える虞
おそれ

があるときは、空中線電力を低減して呼出しを行

い、他の無線局から呼出しの停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。 

    

    

Ａ－11 次の記述は、モールス無線通信における特定局あて一括呼出しについて述べたものである。無線局運用規則（第１２７条の３及び第

２６１条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   ① ２以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 

    (1) 相手局の呼出符号    Ａ  

    (2) ＤＥ         １回  

    (3) 自局の呼出符号     Ｂ  

    (4) Ｋ          １回 

   ② ①の(1)に掲げる相手局の呼出符号は、「ＣＱ」に  Ｃ  を付したものをもって代えることができる。 

    

     Ａ          Ｂ      Ｃ 

   １ それぞれ３回     １回     地域名 

   ２ それぞれ３回     ３回以下   呼出しの種類 

   ３ それぞれ２回以下   １回     呼出しの種類 

   ４ それぞれ２回以下   ３回以下   地域名 

    

    

 

 

 

 



                                                  （ＨＹ９０４－４） 

Ａ－12 アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する記述として、無線局運用規則（第１４条、第１８条及び

第２６条）の規定に適合するものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、その呼出しが反復され、かつ、

呼出局の呼出符号が確実に判明するまで応答してはならない。 

   ２ 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち「こちらは」

及び自局の呼出符号を送信して、直ちに応答しなければならない。 

   ３ 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出

符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。 

   ４ 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出

符号の代わりに「貴局名は何ですか」を使用して、直ちに応答しなければならない。 

    

    

Ａ－13 欧文によるモールス無線通信において使用する「送信してください。」を示す略符号を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則

（第１２条及び第１３条並びに別表第１号及び別表第２号）の規定に照らし、下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ －・－ 

   ２ ・－・－・ 

   ３ ・・・－・－ 

   ４ ・－－・  ・・・  ・ 

       注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。 

    

    

Ａ－14 「こちらの位置は、緯度・・・、経度・・・（又は他の表示による。）です。」を示すＱ符号を表すモールス符号はどれか。無線局運

用規則（第１２条及び第１３条並びに別表第１号及び別表第２号）の規定に照らし、下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ －－・－  ・－・  －・  

   ２ －－・－  ・・・  ・－  

   ３ －－・－  －  ・・・・ 

   ４ －－・－  ・－・  ・・・・  

       注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。 

    

    

Ａ－15 アルファベットの字句とその字句を表すモールス符号が適合する組合せはどれか。無線局運用規則（第１２条及び別表第１号）の規

定に照らし、下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

     字句          モールス符号 

   １ ＢＥＬＧＩＵＭ     －・・・  ・  ・－・・  －－・  ・・  ・・－  －－   

   ２ ＦＲＥＮＣＨ      ・・－・  ・－・  ・  －・  －・－・  ・・   

   ３ ＧＥＲＭＡＮＹ     －－・  ・  ・－・  －－  ・－  －・  －－・－   

   ４ ＩＲＥＬＡＮＤ     ・・  ・－・  ・  ・－・・  ・－  －・  －・・・   

       注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。 

    

    

Ａ－16 ４５ＷＣＰＳＧＬ を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則（第１２条及び別表第１号）の規定に照らし、下の１から４まで

のうちから一つ選べ。 

    

   １ ・・・・－  －－－－－  ・－－－  －・－  ・－・・  ・・・  ・－－  ・－・  

   ２ ・・・・－  ・・・・・  ・－－  －・－・  ・－－・  ・・・  －－・  ・－・・  

   ３ －・・・・  －－－－－  ・－－  －・－  ・－・  ・・・・  ・－－  ・・－・  

   ４ －・・・・  ・・・・・  ・－－－  －・－・  ・－－・  ・・・  －－・  ・－・・  

       注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。 

    

    

 

 

 

 

 

 



                                                  （ＨＹ９０４－５） 

Ａ－17 次の記述は、電波の発射の停止について述べたものである。電波法（第７２条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切

な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   ① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第２８条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局

に対して  Ａ  電波の発射の停止を命ずることができる。 

   ② 総務大臣は、 ①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第２８条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨

の申出を受けたときは、 Ｂ  。 

   ③ 総務大臣は、②の規定により発射する電波の質が電波法第２８条の総務省令で定めるものに適合しているときは、 Ｃ  しなけ

ればならない。 

    

     Ａ              Ｂ                           Ｃ 

   １ ３箇月以内の期間を定めて   その職員を無線局に派遣し、その無線設備を検査させる   直ちに①の停止を解除 

   ２ ３箇月以内の期間を定めて   その無線局に電波を試験的に発射させなければならない   その旨を当該無線局に通知 

   ３ 臨時に            その無線局に電波を試験的に発射させなければならない   直ちに①の停止を解除 

   ４ 臨時に            その職員を無線局に派遣し、その無線設備を検査させる   その旨を当該無線局に通知 

    

    

Ａ－18 次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法（第７９条）の規定に照らし、    内に入れるべ

き最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

    総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は３箇月以内の期間を定めて

その  Ａ  することができる。 

   (1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 

   (2)  Ｂ  とき。 

   (3) 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。 

    

     Ａ               Ｂ 

   １ 無線設備の操作の範囲を制限   日本の国籍を失った 

   ２ 無線設備の操作の範囲を制限   不正な手段により免許を受けた 

   ３ 業務に従事することを停止    日本の国籍を失った 

   ４ 業務に従事することを停止    不正な手段により免許を受けた 

    

    

Ａ－19 次の記述は、免許等を要しない無線局（注）に対する監督について述べたものである。電波法（第８２条）の規定に照らし、    内

に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

       注 電波法第４条（無線局の開設）第１項第１号から第３号までに掲げる無線局をいう。 

    

   ① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、そ

の設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために  Ａ  を命ずることができる。 

   ② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認める

ときは、 Ｂ  ことができる。 

    

     Ａ              Ｂ 

   １ 必要な措置をとるべきこと   その設備の所有者又は占有者に対し、その措置に関し報告を求める 

   ２ 必要な措置をとるべきこと   その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる 

   ３ その設備の撤去        その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる 

   ４ その設備の撤去        その設備の所有者又は占有者に対し、その措置に関し報告を求める 

    

    

Ａ－20 アマチュア局の免許人が無線局の検査の結果について総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）から指示を受けた場合の措置

に関する記述として、電波法施行規則（第３９条）の規定に適合するものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 免許人は、検査の結果について総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかに電波法第２４条の２（検査等事業

者の登録）第１項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行う点検を受けなければならない。 

   ２ 免許人は、検査の結果について総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線局事項書及び工事設

計書の写しの備考の欄に記載しなければならない。 

   ３ 免許人は、検査の結果について総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線局検査結果通知書の

備考の欄に記載しなければならない。 

   ４ 免許人は、検査の結果について総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総合通信局長に

報告しなければならない。 



                                                  （ＨＹ９０４－６） 

Ａ－21 無線通信規則（第５条）に規定する周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている周波数帯はどれか。下の１から４まで

のうちから一つ選べ。 

    

   １ １８,０１８ｋＨｚ～１８,０６８ｋＨｚ 

   ２ １８,０６８ｋＨｚ～１８,１６８ｋＨｚ 

   ３ １８,１６８ｋＨｚ～１８,２６８ｋＨｚ 

   ４ １８,２６８ｋＨｚ～１８,６１８ｋＨｚ 

    

    

Ａ－22 次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章（第３７条）の規定に照らし、    内に入れる

べき最も適切な字句を下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

    構成国は、国際通信の秘密を確保するため、    をとることを約束する。 

    

   １ 使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置 

   ２ 電波の監視の強化等無線通信の秩序の維持に必要な措置 

   ３ 技術開発の状況が許す限り、技術的に可能な措置 

   ４ 使用される無線通信のシステムを改善する措置 

    

    

Ａ－23 次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則（第１５条）の規定に照らし、 

       内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   ① 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反について  Ａ  に報告する。 

   ② 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁から  Ｂ  に行わなければならない。 

   ③ 主管庁がその権限に基づく局によって、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則（特に国際電気通信連合

憲章第４５条（有害な混信）及び無線通信規則第１５条（混信）第１５.１号）の違反が行われたことを知った場合には、事実を確

認して  Ｃ  。 

    

     Ａ                Ｂ               Ｃ 

   １ その局の属する国の主管庁     この局を管轄する国の主管庁   必要な措置をとる 

   ２ その局の属する国の主管庁     この違反を行った局       国際電気通信連合の事務総局長に報告する 

   ３ 国際電気通信連合の事務総局長   この違反を行った局       必要な措置をとる 

   ４ 国際電気通信連合の事務総局長   この局を管轄する国の主管庁   国際電気通信連合の事務総局長に報告する 

    

    

Ａ－24 局の識別に関する記述として、無線通信規則（第１９条）の規定に適合しないものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

    

   １ 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止する。 

   ２ アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。 

   ３ アマチュア局は、特別とりきめにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。 

   ４ 識別信号を伴う伝送については、局が容易に識別されるため、各局は、その伝送（試験、調整又は実験のために行うものを含む。）

中にできる限りしばしばその識別信号を伝送しなければならない。 

    

    

Ｂ－１ アマチュア無線局の申請による周波数等の変更に関する記述として、電波法（第１９条）の規定に適合するものを１、適合しないも

のを２として解答せよ。 

    

   ア 総務大臣は、免許人が呼出符号の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指

定を変更することができる。 

   イ 総務大臣は、免許人が空中線電力の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、そ

の指定を変更しなければならない。 

   ウ 総務大臣は、免許人が電波の型式、周波数及び空中線電力の指定の変更を申請した場合において、無線設備の変更を伴わないとき

は、その指定を変更しなければならない。 

   エ 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めると

きは、その指定を変更することができる。 

   オ 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、当該無線局が適合表示無線設備のみを使用す

るものであるときは、その指定を変更しなければならない。 

    

    



                                                  （ＨＹ９０４－７） 

Ｂ－２ 次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則（第２０条及び第２２条）の規定に照らし、 

       内に入れるべき最も適切な字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 

    

   ① 送信空中線の型式及び構成は、次の各号に適合するものでなければならない。 

    (1) 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。 

    (2)  ア  であること。 

    (3) 満足な  イ  が得られること。 

   ② 空中線の指向特性は、次に掲げる事項によって定める。 

    (1) 主輻
ふく

射方向及び副輻
ふく

射方向 

    (2)  ウ  の主輻
ふく

射の角度の幅 

    (3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を  エ  もの 

    (4)  オ  よりの輻
ふく

射 
    

   １ 調整が容易   ２ 垂直面   ３ 乱す    ４ 指向特性    ５ 接地線  

   ６ 整合が十分   ７ 水平面   ８ 妨げる   ９ 放射効率   １０ 給電線  

    

    

Ｂ－３ 次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則（第２５７条、第２５８条、第２５９条及び第２６０

条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 

    

   ① アマチュア局においては、その  ア  、 イ  から逸脱してはならない。  

   ② アマチュア局は、自局の発射する電波が  ウ  に支障を与え、若しくは与える虞
おそれ

があるときは、速やかに当該周波数による電 

    波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第７４条（非常の場合の無線通信）第１項

に規定する通信を行う場合は、この限りでない。 

   ③ アマチュア局の送信する通報は、 エ  であってはならない。 

   ④ アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、 オ  であってはならない。 

    

   １ 発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も   ２ 発射する電波の特性周波数は 

   ３ その局が動作することを許された周波数帯                ４ その局の指定周波数帯 

   ５ 公共業務用無線局の運用又は電波天文業務の用に供する受信設備の機能   ６ 他の無線局の運用又は放送の受信 

   ７ 長時間継続するもの                          ８ 他人の依頼によるもの 

   ９ 免許人（免許人が社団である場合は、その構成員）以外の者       １０ 別に告示する者以外の者 

    

    

Ｂ－４ 次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則（第１２条及び別表第１号）の規定に照らし、

アルファベットの字句とその字句を表すモールス符号が適合するものを１、適合しないものを２として解答せよ。 

    

     字句          モールス符号 

   ア ＣＨＡＲＬＩＥ     －・－・  ・・・  －・  ・－・・  ・－・  ・  ・・   

   イ ＬＩＭＡ        ・－・・  ・  －－  －・   

   ウ ＯＳＣＡＲ       －－－  ・・・  －・－  ・－  ・－・   

   エ ＱＵＥＢＥＣ      －－・－  ・・－  ・  －・・・  ・  －・－・   

   オ ＵＮＩＦＯＲＭ     ・・－  －・  ・・  ・・－・  －－－  ・－・  －－   

       注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。 

    

    

Ｂ－５ 無線従事者の免許証に関する記述として、電波法施行規則（第３８条）及び無線従事者規則（第５０条及び第５１条）の規定に適合

するものを１、適合しないものを２として解答せよ。 

    

   ア 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。 

   イ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から１０日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局

長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に返納しなければならない。 

   ウ 無線従事者は、免許証を汚したために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者規則別表第１１号様式の申請書を総務

大臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に提出しなければならない。 

   エ 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から１０日以内に発見した免許証を総務大

臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に返納しなければならない。 

   オ 無線従事者は、氏名に変更を生じたときは、無線従事者規則別表第１１号様式の申請書に免許証及び氏名の変更の事実を証する書

類を添えて総務大臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。 

    

    



                                                  （ＨＹ９０４－８） 

Ｂ－６ 次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則（第１８条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字

句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 

    

   ① 送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、 ア  許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、 

     イ  ことができない（無線通信規則に定める例外を除く。）。 

② 許可書を有する者は、 ウ  に従い、 エ  を守ることを要する。更に許可書には、局が受信機を有する場合には、受信するこ

とを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、 オ  に

通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載してい

なければならない。 

    

   １ 無線通信規則に従って発給する   ２ その属する国の法令に従って発給し、又は承認した 

   ３ 設置し、又は運用する       ４ 無線設備を所有する 

   ５ その属する国の法令        ６ 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定 

   ７ 電気通信の秘密          ８ 無線通信の規律 

   ９ 利害関係者           １０ 第三者  

    

    

 


